
令和７年度 介護保険料のお知らせ 高齢介護課 介護保険担当 内線315・316問合せ

　介護保険制度は、介護を必要とする状態になったとき、また、できるかぎり介護状態にならないように、高齢者
の介護や介護予防を社会全体で支えていく仕組みです。健康保険と同じく、「いざ」というときに個人の負担が少
なくてすむように、40歳以上の方が保険料を負担する公的な「社会保障制度」のひとつです。

　改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名を記載することになりましたので、本籍地の市区町村
長から、振り仮名通知を順次発送します。通知の振り仮名が正しいときは、届出をする必要はございませんので、
ご確認ください。
　なお、戸籍振り仮名の届出方法や制度に関する内容は、法務省戸籍振り仮名コールセンターへご連絡ください。

■介護保険の財源
　介護保険制度は、40歳以上のすべての人が納める介護
保険料と公費で、50％ずつの負担により運営されます。
　40歳から64歳の方の介護保険料は、その方が加入す
る健康保険組合等が算定し、医療保険料と合わせて徴収
します。65歳以上の方の介護保険料は町が算定し、徴収
します。
■65歳以上の方の介護保険料
　介護保険料は、第９期介護保険事業計画における令和
６年度から令和８年度までの３年間の介護保険サービス
総費用の見込みや65歳以上の第１号被保険者数、制度改
正に伴う影響等に基づき計算し、町の条例で定めていま
す。
　第１号被保険者の介護保険料は、前年中の被保険者本
人の合計所得金額等および世帯の課税状況をもとに算出
され、下表のとおり13の所得段階に区分されています。
　令和７年度の介護保険料は、令和６年中の収入や所得
等に基づき、第１段階から第13段階までのうち、いずれ
かの所得段階に確定します。詳細は、７月に送付する「令
和７年度介護保険料の決定通知書」をご確認ください。

■介護保険料の納め方
　介護保険料は、原則として年金から天引き（特別徴収）
になります。ただし、年度の途中で65歳になった方や、
他市町から転入された方などは一時的に納付書払い（普
通徴収）となります。特別徴収と普通徴収の納め方を
個人で選ぶことはできません。
　普通徴収の方は、口座振替をおすすめします。

■介護サービスの利用と自己負担額
　要介護認定者が介護サービスを利用したときは、原
則として利用料の１割から３割が自己負担額となりま
す。

介護保険料の納め忘れに注意！
　介護保険料を納めないと、延滞金の
加算や、介護サービス利用料の自己負
担額が３割または４割に引き上げられ
るなどの措置がとられます。納期限ま
でに納めましょう。

▼令和７年度の介護保険料

所得段階 対象となる方 介護保険料
（年額）

第１ 本
人
が
住
民
税
非
課
税

世
帯
非
課
税

・生活保護受給者の方　・老齢福祉年金受給者の方
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額※の合計が80.9万円以下の方 17,800円

第２ 本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額※の合計が

80.9万円を超え120万円以下の方 27,200円

第３ 120万円を超える方 42,800円

第４ 世
帯
課
税

本人の前年の課税年金収入額と
合計所得金額※の合計が

80.9万円以下の方 56,200円

第５
（基準額） 80.9万円を超える方 62,500円

第６

本
人
が
住
民
税
課
税

本人の前年の合計所得金額※が

120万円未満の方 75,000円

第７ 120万円以上210万円未満の方 81,200円

第８ 210万円以上320万円未満の方 93,700円

第９ 320万円以上420万円未満の方 106,200円

第10 420万円以上520万円未満の方 118,700円

第11 520万円以上620万円未満の方 131,200円

第12 620万円以上720万円未満の方 143,700円

第13 720万円以上の方 149,900円

※ 合計所得金額につきまして、詳しくは介護保険パンフレット「令和７年度版ともにはぐくむ介護保険」
　をご覧ください。町ホームページからご覧になれます。

■限度額適用認定証について
　後期高齢者医療制度におきましては、「限度額適用
認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」
の新規発行の終了に伴い、現在、上記認定証をお持ち
の方、「資格確認書」に限度区分が記載されている方
には、新しい「資格確認書」に限度区分を記載したも
のを送付いたします。新たに、限度区分の記載を希望
される場合は、申請が必要となりますので、詳細は、
担当までお問合せください。
　なお、「マイナ保険証」を利用すれば、高額療養費
制度の限度額を超える支払いが免除されます。「マイ
ナ保険証」をぜひご利用ください。

■令和７年度保険料決定通知書を郵送します
　７月中旬頃に郵送しますので、ご確認ください。

②普通徴収（口座振替または納付書で支払い）
対象　 ①の対象でない方、年度の途中で杉戸町に転入

された方など
　　　※ 後期高齢者医療保険料は国民健康保険税とは異

なります。これまで国民健康保険税を口座振替
していた方も、新たに後期高齢者医療保険料の
口座振替のお申込みが必要です。

後期高齢者医療制度にご加入の皆さまへ

■「資格確認書」を送付します
　現在発行している「被保険者証」、「資格確認書」が
７月末で有効期限を迎えるため、暫定的な運用として、
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、加入者全員に、

「資格確認書」を７月中旬頃に特定記録郵便で郵送しま
す。お手元に届きましたら、氏名・生年月日等記載内
容をお確かめの上、ご利用ください。
　有効期限切れの被保険者証等は、町民課担当窓口に
ご返却、もしくはご自身で破棄してください。

①特別徴収（年金天引き）　
対象　 ・ 後期高齢者医療保険料と同じ市町村で介護保

険料が年金から特別徴収されている方
　　　・ 年金受給額が年額18万円以上の方で、介護保

険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金
受給額の２分の１以下の方

　　　※ お誕生日が昭和25年４月３日以降の方は、令和
８年４月以降に特別徴収が開始されます。

町民課 後期高齢者医療担当
内線259・456

問合せ

なります。
茶色に

左端のラインが

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈保険料の納付方法〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

法務省 戸籍振り仮名通知コールセンター
☎0570（05）0310 ８時30分～17時15分
令和８年５月26日まで（土日祝日・年末年始は除く）

問合せ戸籍振り仮名の通知について

俳俳    

句句

このコーナーは、公民館で活動する「光風会」「杉風会」による投句を掲載しています。
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